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重
層
的
な
支
援
が
必
要

　

介
護
を
必
要
と
す
る
高
齢
者
な
ど
が
そ
の

人
ら
し
い
文
化
的
な
生
活
を
送
る
た
め
に

は
、
重
層
的
な
支
援
が
必
要
だ
。

　

あ
る
べ
き
地
域
包
括
ケ
ア
を
実
現
す
る
に

は
、
医
療
や
介
護
、
住
居
、
相
談
体
制
、
啓

発
な
ど
の
充
実
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

機
能
を
強
化
す
る
。
担
い
手
と
な
る
マ
ン
パ

ワ
ー
を
倍
増
し
て
、
誰
も
が
確
実
に
ケ
ア
を

受
け
ら
れ
る
状
況
を
つ
く
る
。
介
護
者
家
族

を
支
援
す
る
法
整
備
も
必
要
だ
。

　

啓
発
で
は
、
生
活
ケ
ア
、
終
末
に
関
す
る

「
認
識
」を
身
近
な
専
門
職
と
の
交
流
で
住
民

が
学
習
す
る
こ
と
が
大
事
だ
。
歯
科
で
は
在

宅
医
療
・
口
腔
ケ
ア
の
意
義
を
患
者
や
家
族

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
とと
歯
科
医
療

歯
科
医
療

佛
教
大
学
社
会
福
祉
学
部
教
授　

岡
﨑
祐
司

役割や値打ちを鮮明に
が
理
解
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

社
会
保
障
費
削
減
に
対
抗

　

安
倍
政
権
の
医
療
制
度
改
革
に
対

抗
す
る
武
器
は
、
憲
法
に
基
づ
く
社

会
保
障
の
要
求
だ
。
し
か
し
、
幅
広

い
住
民
の
中
で
あ
る
べ
き
医
療
の
姿

や
社
会
保
障
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と

が
難
し
く
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ど
こ

ろ
か
、
介
護
や
年
金
に
使
わ
れ
す
ぎ

て
い
る
と
い
っ
た
高
齢
者
優
遇
の
論

調
が
振
り
ま
か
れ
る
な
ど
、
世
代
間

に
分
断
さ
え
持
ち
込
ま
れ
て
い
る
。

問
題
の
本
質
は
、
決
め
ら
れ
た
枠
内

で
の
分
捕
り
合
戦
で
は
な
く
、
社
会

保
障
に
十
分
な
財
源
を
使
わ
な
い
こ

と
だ
。

　

日
本
国
憲
法
の
も
と
、
国
民
の
福

祉
は
児
童
福
祉
法
や
医
療
法
な
ど
各

分
野
の
法
律
で
保
障
さ
れ
る
。
そ
の

前
提
と
し
て
、
国
民
が
享
受
す
べ
き

社
会
保
障
像
を
共
有
す
る
こ
と
が
必

要
だ
。

　

中
で
も
、
歯
科
医
療
は
社
会
保
障

と
し
て
の
役
割
が
不
鮮
明
な
分
野

だ
。
背
景
に
は
、
歯
科
医
院
は
自
費

　

中
で
も
、
地
域
包
括
ケ
ア
の
中
核

を
担
う
の
は
医
療
分
野
。
歯
科
・
医

科
の
診
療
所
、
中
小
病
院
の
役
割
を

適
切
に
評
価
し
、
そ
の
積
極
的
な
連

携
は
欠
か
せ
な
い
。
医
療
資
源
を
有

効
活
用
す
る
た
め
に
は
、
在
宅
療
養

患
者
へ
の
救
急
対
応
を
改
善
し
、
精

神
的
な
「
不
安
」
か
ら
高
齢
者
患
者

が
い
き
な
り
救
急
を
呼
ば
ず
に
す
む

よ
う
、
高
齢
者
向
け
救
急
シ
ス
テ
ム

と
、
通
常
の
救
急
と
切
り
分
け
る
工

夫
が
必
要
だ
。

　

高
齢
者
の
住
居
は
、
資
力
の
有
無

を
前
提
に
非
常
に
複
雑
化
し
て
い

る
。
持
ち
家
、
賃
貸
、
サ
高
住
、
有

料
老
人
マ
ン
シ
ョ
ン
、
老
健
、
特
養

な
ど
選
択
肢
は
多
様
だ
。
劣
悪
な
無

届
け
高
齢
者
住
宅
に
対
す
る
指
導
監

督
の
強
化
が
急
が
れ
る
。
大
本
に
あ

る
持
ち
家
中
心
の
住
宅
政
策
の
転
換

が
必
要
だ
。

　

相
談
体
制
で
は
、
申
請
主
義
に
と

ど
ま
ら
ず
、
地
域
の
困
っ
て
い
る
人

を「
探
し
出
す
」（
＝
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
）

診
療
で
歯
医
者
は
儲
か
っ
て
い
る
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
も
一
役
買
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
地

域
の
歯
科
医
療
が
衰
退
す
れ
ば
地
域
包
括
ケ

ア
は
成
り
立
た
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
地
域

に
お
け
る
歯
科
医
療
の
役
割
や
値
打
ち
を
伝

え
、
充
実
さ
せ
る
運
動
が
い
っ
そ
う
求
め
ら

れ
て
い
る
。

 

（
お
わ
り
） ３

　

協
会
は
５
月
20
日
の
第
53
回
通
常
評
議
員
会
で
安
倍
政
権
が
進
め

る
憲
法
改
正
と
社
会
保
障
の
抑
制
に
反
対
す
る
２
決
議
を
採
択
し

た
。
全
文
を
紹
介
す
る
。

２
０
１
６
年
度

２
０
１
６
年
度

会
員
意
見
調
査

会
員
意
見
調
査
❷

し
、
医
療
介
護
の
負
担
増
の

中
止
や
共
謀
罪
の
廃
案
を
求

め
て
大
阪
選
出
の
国
会
議
員

に
陳
情
し
た
。
日
比
谷
野
外

音
楽
堂
で
行
わ
れ
た
「
社
会

保
障
・
社
会
福
祉
は
国
の
責

任
で
！
憲
法
25
条
を
守
ろ
う

５
・
18
共
同
集
会
」
に
参
加

し
た
。

　

要
請
で
は
、
日
本
共
産
党

の
清
水
忠
史
、
宮
本
岳
志
両

衆
院
議
員
と
面
談
（
写

真
）。
清
水
議
員
に
「
医
療

介
護
の
負
担
増
の
中
止
を
求

め
る
請
願
署
名
」
１
３
０
０

　

共
謀
罪
の
採
決
を
め
ぐ
っ

て
緊
迫
す
る
情
勢
の
も
と
、

協
会
・
保
団
連
は
５
月
18

日
、
国
会
要
請
行
動
に
取
り

組
ん
だ
。
下
井
戸
昭
介
副
理

事
長
ら
役
員
７
人
が
参
加

を
し
な
い
」
と
誓
っ
た
憲
法
９
条
の

解
釈
改
憲
を
行
う
一
方
で
、
特
定
秘

密
保
護
法
や
「
テ
ロ
等
準
備
罪
（
共

謀
罪
）」
法
案
で
、
国
民
の
知
る
権

利
や
、
自
由
な
言
論
や
運
動
が
抑
制

さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
国
民
の
心

　

日
本
国
憲
法
の
施
行
か
ら
70
年
が

経
っ
た
。
い
ま
、
安
倍
晋
三
政
権
の

下
で
、
日
本
の
立
憲
主
義
、
平
和
主

義
、
民
主
主
義
が
戦
後
最
大
の
危
機

を
迎
え
て
い
る
。

　

安
全
保
障
関
連
法
に
基
づ
き
、
歴

歳
以
上
の
療
養
病
床
患
者
の
居
住
費

負
担
増
、
後
期
高
齢
者
の
保
険
料
引

き
上
げ
│
│
を
す
す
め
よ
う
と
し
て

い
る
。
今
国
会
で
決
め
た
「『
経
済

・
財
政
再
生
計
画
』
改
革
工
程
表
」

に
も
と
づ
き
、
今
後
も
さ
ら
な
る
負

担
増
・
給
付
削
減
を
狙
っ
て
い
る
。

　

ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
で
は
一
部
の
超
富

　

安
倍
政
権
が
す
す
め
る
社
会
保
障

の
「
自
然
増
削
減
」
路
線
は
５
年
間

で
３
・
４
兆
円
も
の
医
療
費
・
介
護

サ
ー
ビ
ス
費
の
負
担
増
、
公
的
医
療

給
付
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
取
り
上

げ
、
年
金
削
減
、
生
活
保
護
費
切
り

下
げ
な
ど
を
強
行
し
、
国
民
の
生
存

権
を
脅
か
し
、
格
差
と
貧
困
を
拡
大

し
て
い
る
。

代
政
府
が
違
憲

と
し
て
き
た
集

団
的
自
衛
権
の

行
使
を
可
能
と

し
た
。「
二
度

と
海
外
で
戦
争

　

政
府
は
２
０

１
７
年
度
か
ら

70
歳
以
上
高
齢

者
の
高
額
療
養

費
の
改
悪
、
65

も
70
年
間
国
民

が
築
い
て
き
た

平
和
で
あ
る
。

　

思
想
、
信

条
、
立
場
の
違

い
を
超
え
て
、

す
る
新
た
な
患

者
負
担
増
計
画

を
許
さ
ず
、
２

０
１
８
年
度
改

定
で
診
療
報
酬

で
切
っ
た
発
言
等
、
改
憲
へ
の
動
き

を
一
気
に
強
め
よ
う
と
し
て
い
る
。

　

戦
後
日
本
は
憲
法
９
条
の
下
、
軍

事
で
は
な
く
、
人
道
支
援
、
医
療
支

援
、
経
済
援
助
等
の
分
野
で
国
際
貢

献
す
る
道
を
選
び
、
長
年
に
わ
た
る

に
手
枷
を
か
け
発
言
や
行
動
を
忖
度

さ
せ
、
自
由
な
社
会
、
民
主
主
義
を

窒
息
さ
せ
る
「
テ
ロ
等
準
備
罪
（
共

謀
罪
）」
法
案
に
強
く
反
対
す
る
。

　

安
倍
首
相
は
こ
の
間
、
唐
突
に
憲

法
改
正
の
具
体
的
な
内
容
と
期
日
ま

の
暮
ら
し
を
改
善
し
、
賃
金
の
引
き

上
げ
と
社
会
保
障
の
充
実
を
図
る
こ

と
だ
。
賃
上
げ
と
社
会
保
障
の
充
実

は
、「
個
人
消
費
の
拡
大
」
を
促
す

と
と
も
に
「
雇
用
機
会
の
創
出
」
を

も
た
ら
し
、
地
域
経
済
を
活
性
化
さ

せ
、
景
気
の
好
循
環
を
も
た
ら
す
。

　

政
府
が
２
０
１
９
年
に
予
定
す
る

裕
層
と
大
企
業
が
ま
す
ま
す
富
み
、

そ
の
一
方
で
国
民
の
所
得
は
減
り
続

け
て
い
る
。
中
間
層
が
疲
弊
し
、

「
下
流
老
人
」「
貧
困
女
子
」「
子
ど

も
の
貧
困
」
な
ど
国
民
各
層
の
生
活

困
窮
が
増
大
し
続
け
て
い
る
。
現
在

の
日
本
で
は
一
歩
間
違
え
ば
、
誰
が

貧
困
に
陥
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
。

　

今
必
要
な
の
は
景
気
回
復
と
国
民

「
平
和
」「
立
憲
主
義
│
│
個
人
の

尊
重
の
た
め
に
、
政
府
の
権
力
行
使

を
憲
法
で
制
限
し
、
国
民
を
守
る
│

│
」
の
一
点
で
の
協
力
・
共
同
を
呼

び
か
け
る
。

努
力
で
、
各
国
の
信
頼
を
得
て
き

た
。
研
究
分
野
で
も
日
本
学
術
会
議

は
２
０
１
７
年
３
月
に
「
１
９
５
０

年
、
１
９
６
７
年
の
声
明
」
を
継
承

し
、
軍
事
研
究
を
拒
否
す
る
声
明
を

出
し
た
。
歯
科
医
学
、
医
療
の
基
盤

と
介
護
報
酬
を
改
善
さ
せ
、
い
つ
で

も
ど
こ
で
も
誰
も
が
安
心
し
て
医
療

を
受
け
ら
れ
る
「
国
民
皆
保
険
」
を

守
り
発
展
さ
せ
る
。
す
べ
て
の
国
民

が
安
心
し
て
生
き
ら
れ
る
た
め
に
、

憲
法
25
条
に
も
と
づ
く
社
会
保
障
の

充
実
の
た
め
に
全
力
を
挙
げ
る
決
意

を
表
明
す
る
。

消
費
税
増
税
は
景
気
を
悪
化
さ
せ
る

だ
け
で
な
く
、
受
診
抑
制
・
貧
困
の

拡
大
に
拍
車
を
か
け
る
。
巨
額
の
富

を
蓄
積
し
税
負
担
の
能
力
が
あ
る
富

裕
層
と
大
企
業
に
は
応
分
の
負
担
を

求
め
る
べ
き
で
あ
る
。

　

協
会
は
、
歯
科
医
療
へ
の
ア
ク
セ

ス
を
阻
害
す
る
最
大
の
壁
を
取
り
除

く
た
め
、
窓
口
負
担
増
を
は
じ
め
と

筆
、「
さ
ら
な
る
患
者
負
担

増
計
画
の
中
止
を
求
め
る
請

願
署
名
」
４
４
９
筆
を
託
し

た
。

　

清
水
議
員
は
「
共
謀
罪
は

内
心
を
処
罰
し
、
一
般
人
も

取
り
締
ま
り
の
対
象
に
し
て

お
り
、
問
題
だ
ら
け
だ
。
廃

案
に
す
る
し
か
な
い
」
と
語

っ
た
。
ま
た
、
技
工
問
題
を

国
会
で
取
り
上
げ
た
い
と
述

べ
、
補
綴
点
数
の
低
す
ぎ
る

問
題
な
ど
に
つ
い
て
興
味
深

く
耳
を
傾
け
た
。

 

（
次
号
に
要
請
議
員
一
覧
）

で
は
４
０
０
０
万
円
以
下
の

医
院
が
過
半
数
を
占
め
た
。

　

前
回
調
査
（
14
年
度
）
と

比
べ
る
と
、
６
０
０
０
万
円

以
下
の
割
合
が
減
少
し
、
６

０
０
０
万
円
超
の
割
合
が
増

加
に
転
じ
た
。
収
入
の
改
善

傾
向
が
み
ら
れ
る
。
歯
科
の

診
療
報
酬
の
プ
ラ
ス
改
定
な

ど
の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
。

　

自
費
収
入
は
低
迷
を
続
け

て
い
る
。
最
少
区
分
の
「
２

０
０
万
円
未
満
」
が
45
・
７

％
で
半
数
近
く
を
占
め
た
。

次
い
で
、「（
４
０
０
万
超
）

〜
６
０
０
万
円
」
が
11
・
６

％
だ
っ
た
。
厚
労
省
は
保
険

と
自
費
で
経
営
を
成
り
立
た

せ
る
「
ト
ー
タ
ル
バ
ラ
ン

ス
」
を
主
張
す
る
が
、
自
費

診
療
で
経
営
を
補
う
に
は
困

難
な
状
況
が
伺
え
る
。

　

２
０
１
５
年
分
の
保
険
収

入
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、「
〜
３

０
０
０
万
円
」
の
区
分
が
19

・
６
％
で
最
多
だ
っ
た
。全
体

５・18国会要請行動

共謀罪、患者負担増中止へ
清水議員（共産）に署名託す

思
想
、
信
条
、
立
場
の
違
い
を
超
え
て

「
立
憲
主
義
」「
平
和
」
の
一
点
で
の

協
力
・
共
同
を
呼
び
か
け
る

診
療
報
酬
・
介
護
報
酬
を
改
善
し

社
会
保
障
の
充
実
で
地
域
医
療
を
守
ろ
う

第
53
回　
　
　

評
議
員
会
決
議

保険収入に改善傾向

2015年の保険収入はいくらでしたか
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